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我孫子市水道局庁舎自動販売機設置事業者募集要領 

 

我孫子市水道局（以下「水道局」という。）庁舎内への自動販売機設置事業者（以下「設置事業

者」という。）の募集に参加される方は、次の事項を確認の上、応募してください。 

 

１ 募集物件                                      

 

物

件

番

号 

募集件名 
設置場所 

※１ 

貸付面積 

幅×奥行 

賃借料の 

最低価格 

（税抜） 

販売品目 
台

数 

１ 

我孫子市水道局庁舎

自動販売機設置場所

貸付（通用口通路Ａ） 

１階 

通用口通路内 

１．５０㎡ 

幅１，５００㎜ 

奥行１，０００㎜ 

年額 

 ４２，７００円 

缶、 

ペットボ

トル飲料 

１

台 

２ 

我孫子市水道局庁舎

自動販売機設置場所

貸付（通用口通路Ｂ） 

１階 

通用口通路内 

１．５０㎡ 

幅１，５００㎜ 

奥行１，０００㎜ 

年額 

 ４２，７００円 

缶、 

ペ ッ ト ボ

トル飲料 

１

台 

  

※１ 設置場所の住所は我孫子市我孫子１６８４番地です。物件の位置詳細は「案内図」（ｐ.

８）を参照してください。 

 ※２ 自動販売機設置や商品補充など管理に支障がないか、応募前に現地を確認してください。 

２ 応募資格要件                                    

次の要件を全て満たす法人又は個人に限り応募することができます。 

（１） 法人にあっては千葉県内に本店、支店又は営業所があること。 

個人にあっては、我孫子市内で事業（飲料水等の販売）を営んでいること。 

（２） 過去２年間において、自動販売機設置運営事業の実績を有している者であること。 

（３） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者で

あること。 

（４） 法人税及び消費税（地方消費税を含む）を滞納していないこと。 

（５） 我孫子市内に本店を有する者にあっては、法人市民税（個人にあっては住民税）を滞納

していないこと。 

（６） 我孫子市及び水道局の設置事業者募集において、募集公表の日から過去１年以内に設置

事業者決定後の契約未締結又は契約締結後の中途解約をしていないこと。 

（７） 役員等（参加者が個人である場合にはその者。参加者が法人である場合にはその役員又

は支店若しくは契約を締結する事務所の代表をいう。）が暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員又は暴力団

員でなくなった日から５年を経過しない者でないこと。 

（８） 役員等が、暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している者でないこと。 

（９） 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者でないこと。 

（１０） 役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するな
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ど直接的若しくは積極的に暴力団の活動、維持運営に協力し、若しくは関与している者で

ないこと。 

（１１） 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でない

こと。 

（１２） 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら不当に利用するなどしている

者でないこと。 

（１３） 法令等の規定により許認可等を要する場合は、許認可等を有していること。 

３ 契約の条件等                                    

（１） 貸付契約の内容 

この貸付契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の４第２項第４号

の規定に基づく行政財産の貸付けとなり、民法（明治２９年法律第８９号）第６０１条に

基づく賃貸借契約です。 

（２） 賃貸借期間 

      原則として令和７年４月１日から令和１２年３月３１日までとし、更新はありません。

ただし、自動販売機の納入及び設置に数日の猶予を必要とする場合は、設置日から賃貸借

期間を開始するものとします。また、上記期間には、撤去に要する期間を含みます。 

（３） 賃借料等 

  ア 賃借料 

貸付は物件ごととし、賃借料（年額）は物件ごとに水道局が設定する最低価格以上で、

提案のあった最高価格を賃借料とします（賃借料は提案賃料に消費税相当分を加えた額

となります。）。なお、令和７年４月１日に設置できなかった場合の賃借料は、提案賃料

（年額）に基づき、自動販売機の設置日から日割計算により算出した額とします（１０

０円未満の端数があるときはその端数を切り上げ）。 

賃借料は、年度ごとに水道局が発行する納入通知書で指定する期限までに一括して納

入してください。 

※賃借料の消費税相当分について、契約期間中に消費税率の改定があった場合は、改定

後の消費税率により算定した額とします（毎年度４月１日現在の消費税率を適用しま

す。）。 

 イ 維持管理等にかかる経費の負担 

     自動販売機の設置・撤去等を含む維持管理に必要とする経費は、設置事業者の負担と

します。自動販売機に係る電気使用料については設置事業者の負担とし、当該自動販売

機用の積算電力計（個別メーター）を設置事業者の負担で設置し、次の計算方法により

算定します。算定した電気使用料は、別途発行する納入通知書で指定する期限までに  

納入してください。 

電気使用料 ＝ 
施設全体の電気料金 

× 自動販売機の使用電力量 
施設全体の使用電力量 

ウ 延滞金 

    納入通知書により指定期日までに支払いがないときは、指定期日の翌日から納入の日
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までの日数に応じ、年１４．６％の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算し

て支払うことになります。 

（４） 販売品目及び自動販売機能の条件等 

  ア 販売品目は、缶及びペットボトルの容器で、水、お茶、コーヒー、紅茶、炭酸飲料、

ジュース、乳飲料などの清涼飲料水とし、酒類（ノンアルコール飲料を含む）の販売は

しないこと。 

  イ 販売価格は、希望小売価格以下で販売すること。 

  ウ 自動販売機は、省エネルギー、ノンフロン対応等の環境負荷を低減した機種とするこ

と。 

  エ 自動販売機のデザイン、外観については、設置場所へ景観配慮に努めること。 

  オ 自動販売機は、閉庁時にはタイマー等により消灯できる機能を有する機種とすること。 

  カ 自動販売機は、ユニバーサルデザインの機種とすること。 

（５） 貸付の条件 

ア 貸付物件を自動販売機設置業務以外の用途に使用しないこと。 

イ 貸付物件の原状を原則変更しないこと。 

ウ 貸付物件を第三者に転貸し、又は貸付物件に関する権利を第三者に譲渡しないこと。 

（６） 維持管理責任 

ア 自動販売機の設置にあたっては、設置事業者の負担により転倒防止等の必要な安全措

置を行うこと。 

   イ 食品衛生法を遵守し販売商品の衛生管理に万全を尽くすこと。 

   ウ 食品衛生法に基づく営業許可等が必要となる自動販売機の設置については、設置事業

者の責任において行うこと。 

   エ 商品補充、賞味期限の確認、金銭管理等の自動販売機の維持管理を適切に行うこと。 

  オ 使用済み容器の回収ボックスは、自動販売機１台に１個以上の割合で貸付面積を超え

ない範囲で設置し、設置事業者の責任で全ての容器を適切に回収すること。また、回収

ボックスから使用済み容器が溢れたりすることのないよう回収頻度について十分考慮の

うえ、適切な維持管理に努めること。 

  カ 自動販売機、回収ボックス及び自動販売機の周囲を清潔に保つこと。 

  キ 自動販売機の故障、問合せ、苦情等については、設置事業者の責任において対応する

こと。また、自動販売機に故障時等の連絡先を明記すること。 

（７） 売上金額の報告 

    年１回、年度末に月毎の売上金額、売上本数を水道局へ報告すること。 

（８） 貸付場所の返還 

    賃貸借期間が満了及び契約解除等により自動販売機を撤去する場合は、原状に回復する

こと。 

（９） 賃貸借契約の解除 

    次の各号のいずれかに該当する場合に、水道局は契約を解除できるものとします。 

ア 期限までに賃借料が納付されない場合 

イ 苦情等への適正な対応がされない場合 
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ウ 飲料容器の回収が適正に行われない場合 

エ 設置場所を水道局において使用する必要が生じた場合 

オ 建物の建替えにより設置の継続が困難になった場合 

カ その他本募集要領及び賃貸借契約書の規定に違反した場合 

（１０） 賃借料の返還 

設置事業者が契約の条件に違反するなど設置事業者の責に帰すべき理由による契約解除

や設置事業者の自己都合による契約解除の場合、賃借料の返還はしません。 

 

４ 設置事業者決定までのスケジュール                          

 

年 月 日 内    容 

令和７年１月３１日 
ホームページに募集要領、物件調書、様式を掲載。 

質問の受付開始（午前９時から） 

令和７年２月１０日 質問の受付締め切り（午後５時まで） 

令和７年２月１４日 質問・回答書をホームページに掲載（午後１時までに掲載） 

令和７年２月１７日 
応募の受付開始  

郵送（書留又は簡易書留の方法に限る）により提出 

令和７年２月２１日 応募の受付締切（午後５時までに水道局経営課へ必着） 

令和７年２月２７日 
申込書類の審査 

設置事業者の決定 

令和７年２月２８日 結果公表 

 

５ 応募書類等の取得                                  

応募書類等は、我孫子市のホームページ「くらし・手続き ＞上下水道 ＞ 上水道 ＞ 水道局

入札・契約情報 ＞ 水道局庁舎自動販売機設置事業者募集」に掲示します。募集に参加しよう

とする者は、応募書類等をダウンロードして取得及び閲覧し、提出書類を作成してください。 

 

６ 募集に関する質問及び回答                              

（１） 質問 

質問がある場合、令和７年１月３１日（金）の午前９時から令和７年２月１０日（木）

の午後５時までに、「ちば電子申請サービス」を通して行ってください。ちば電子申請サー

ビスへのアクセスは、我孫子市ホームページ「くらし・手続き ＞上下水道 ＞ 上水道 ＞ 

水道局入札・契約情報 ＞ 水道局庁舎自動販売機設置事業者募集」に掲載しているリンク

先又はブラウザに下記ＵＲＬを直接入力することにより行ってください。 

（ちば電子申請サービス 質問受付ＵＲＬ） 

https://apply.e-tumo.jp/city-abiko-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=40293 

質問を行う場合は、入力フォームに必要事項を記入の上、申請してください。なお、本

募集又は契約全般に係る場合を除き、期日を過ぎた質問は受け付けません。 
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（２） 回答 

令和７年２月１４日（金）の午後１時までに我孫子市ホームページ「くらし・手続き ＞

上下水道 ＞ 上水道 ＞ 水道局入札・契約情報 ＞ 水道局庁舎自動販売機設置事業者募集」

に掲載します。なお、ちば電子申請サービスによる個別の回答は行いません。また、質問

がないときは、その旨をホームページに掲載します。 

７ 応募方法                                      

この募集に参加を希望する者は、必要な提出書類を添え、郵送（書留又は簡易書留の方法に

限ります。）により、下記の期間内に提出してください。 

 

（１） 提出期間 

令和７年２月１７日（月）から令和７年２月２１日（金）の午後５時までに、水道局経

営課に必着とする。  

（２） 提出先 

我孫子市水道局 経営課 経営係あて 

住所 〒270-1166 我孫子市我孫子 1684番地 

※郵送（書留又は簡易書留の方法）以外は、受け付けませんのでご注意ください。 

（３） 提出書類 

ア 応募申込書兼誓約書（様式１） 

イ 印鑑登録証明書 

法人については、代表者の印鑑登録証明書。 

ウ 賃料提案書（様式２） 

賃料提案書に記載する提案金額は、年額の賃借料の金額（消費税を含まない金額）を

記載してください。 

エ 証明書類 

〈法人の場合〉 

（ア） 登記事項証明書（履歴事項全部証明書） 

（イ） 国税の納税証明書 

直近年度の「法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書（その３の３）」 

（ウ） 我孫子市内に本店、支店又は営業所がある法人については、直近年度の法人市民

税の納税証明書 ※我孫子市内に本店、支店又は営業所が無い場合は直近年度の

法人県民税の納税証明書 

〈個人の場合〉 

（ア） 身分証明書（本籍地の市町村で発行） 

（イ） 国税の納税証明書 

           直近年度の「所得税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書（その３の２）」 

（ウ） 我孫子市民の方については、直近年度の住民税の納税証明書 

※上記で提出する証明書類等については、いずれも発行後３か月以内のもの（複写した

ものは不可）とする。 

オ 設置する自動販売機のカタログ（寸法や省エネルギー等の機能が確認できるもの） 
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カ 販売商品一覧表（様式３） 

キ 自動販売機の設置実績報告書（様式４） 

過去２年間に自動販売機設置運営事業を行った実績を記入してください。 

ク 代理人による契約等に関する申出書（様式５、契約等の手続を営業所等の代理で行う

ことを希望する場合は添付すること。） 

（４） 提出書類作成上の注意 

 ア 提出書類の日付は、作成日を記入すること。 

 イ 提出書類への押印は、印鑑登録している印鑑を使用すること。 

 ウ 提出すべき書類が不足している又は押印を省略した書類に本件責任者氏名、担当者氏

名、連絡先の記載がなかった場合は失格となるので、必ず確認すること。 

（５） 提出方法 

上記（３）ウ 賃料提案書（様式２）のみを「提案書用封筒」（小封筒(長３)）に入れ、封

かん（割印）してください。その封かんした「提案書用封筒」と、その他必要な提出書類を

同封（大封筒（角２））し、提出してください。 

※公募様式の中にある「封筒参考例」の提出用封筒等を参照してください。 

※提出書類の返却はいたしませんので、ご了承ください。 

（６） 問合せ先 

募集全般についての問合せ先は次のとおり。 

  我孫子市水道局 経営課 経営係 電話番号 ０４－７１８４－０１１４（直通） 

（７） 応募申込の無効要件 

ア 応募資格のない者がした申込み 

イ 同一物件に同一人がした２以上の申込み 

ウ 応募に関し、不正行為があった場合の申込み 

エ 最低価格に達しない価格で提案した方の申込み 

オ その他指定した以外の方法による申込み 

８ 応募に際しての注意事項                               

設置事業者に決定した者が契約を締結しないとき、又は契約締結後に中途で契約を解約した

場合は、その事実があった日から１年間は水道局が行う自動販売機設置事業者の募集に参加で

きなくなります。 

９ 設置事業者の決定方法                                

（１） 申込書類の審査 

提出された申込書類の審査を行い、必要な資格を満たしている者を選定対象者とします。 

（２） 設置事業者の決定 

選定対象者の中から賃料提案書の最高価格を提示した者を設置事業者として決定します。 

（３） 複数の同価格者がいる場合 

最高価格が２者以上いる場合は、第三者立合いのもと、くじ引きにより決定します。 

（４） 繰上げ決定 

設置事業者の決定後に取消や辞退があった場合は、本募集において次順位に高額な賃料提

案のあった事業者を繰上げて設置事業者と決定します。次順位の事業者に辞退等があった場
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合は、以下同様に設置事業者を決定するまで繰上げを行うものとします。 

ただし、繰上げ設置事業者の決定は、本募集の賃貸借期間から６か月以内とします。 

１０ 設置事業者の決定の取り消し                            

次のいずれかに該当する場合は、設置事業者としての決定を取消すものとします。 

（１） 応募提出書類に虚偽の記載があった場合 

（２） 設置事業者が応募資格を失った場合 

（３） 著しく社会的信用を損なう行為等により、設置事業者としてふさわしくないと水道局が

判断した場合 

１１ 設置事業者決定結果                                

我孫子市ホームページ「くらし・手続き ＞上下水道 ＞ 上水道 ＞ 水道局入札・契約情報 

＞ 水道局庁舎自動販売機設置事業者募集」に設置事業者名及び決定金額を掲載します。 

１２ 個人情報の取扱い                                 

本募集による個人情報は、設置事業者の決定事務のみに使用し、その他の目的には使用しま

せん。ただし、資格確認のために関係機関に情報提供をする場合があります。 

１３ 契約の締結等                                   

（１） 契約の締結等 

設置事業者決定の日から速やかに賃貸借契約書を締結します。設置事業者は契約書２部

を作成し、水道局経営課へ提出してください。担当課で契約書を受領後、１部を返送しま

す。 

（２）行政財産貸付申請 

設置事業者は、自動販売機の設置前に契約書及び関係書類を添えて行政財産貸付申請書

を水道局経営課へ提出してください（様式等は設置事業者決定後に通知します）。 

（３） 納入通知書 

前項の申請書の受理後、賃借料に係る納入通知書を郵送しますので、指定する期限まで

に納入してください。 
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１４ 案内図                                      

自動販売機設置場所は、次の図のとおりです。 

 

 ＜水道局庁舎 １階平面図＞ 設置場所の住所は我孫子市我孫子１６８４番地です。 

 

 

 

 

 

  

物件番号１：通用口通路Ａ 物件番号２：通用口通路Ｂ 
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【提出書類確認欄】 

提出書類をご確認ください。 

 

□ 応募申込書兼誓約書（様式１） 

 

□ 印鑑登録証明書（法人については、代表者の印鑑登録証明書） 

 

□ 賃料提案書（様式２） 

※「提案書用封筒」（小封筒（長３））に入れ、封かん（割印）すること。 

 

□ 証明書類（発行後３か月以内のもの） 

〈法人〉 〈個人〉 

□登記事項証明書（履歴事項全部証明書） 

□国税の納税証明書 

□法人市民税納税証明書 

□身分証明書（本籍地の市町村で発行） 

□国税の納税証明書 

□市県民税納税証明書 

 

□ 設置する自動販売機のカタログ 

 

□ 販売商品一覧表（様式３） 

 

□ 自動販売機の設置実績報告書（様式４） 

 

□ 代理人による契約等に関する申出書（様式５） 

※入札・契約等の手続きを営業所等の代理で行うことを希望する場合は添付すること。 
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物 件 調 書 

 

募集件名：【物件番号１】我孫子市水道局庁舎自動販売機設置場所貸付（通用口通路Ａ） 

 

施設名称 我孫子市水道局庁舎（妻子原浄水場） 

所在地 我孫子市我孫子１６８４番地 

貸付箇所 

 

水道局庁舎１階 通用口通路内（屋内） 

（p.８ 案内図の「物件番号１：通用口通路Ａ」参照） 

貸付面積 
１．５０㎡  

（幅１，５００㎜×奥行１，０００㎜、高さ２，３００㎜以内） 

設置台数 １台 

施設概要 

開庁時間：平日  午前８時３０分～午後５時 

     土曜日 午前８時３０分～正午（水道局２階お客様センター

のみ） 

休館日：土曜日午後、日曜日、祝祭日、 

年末年始（１２月２９日～１月３日） 

庁舎内職員数：約１２０人～１６０人（４階：教育委員会、２～３階：

水道局及び委託事業者含む） 

販売品目の条件 
缶、ペットボトル飲料（酒類（ノンアルコール飲料を含む）を除く清涼

飲料水） 

販売価格 希望小売価格以下 

売上実績 

約３，７７１本／年 

（令和６年１月～１２月の水道局庁舎内自動販売機２台分の販売実績

の平均値） 

施設の担当課 

〒２７０－１１６６ 我孫子市我孫子１６８４番地 

我孫子市水道局 経営課 経営係 

電 話 ０４-７１８４－０１１４（直通）  

ＦＡＸ ０４-７１８４－０１１８ 

 

  

別 紙  
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募集件名：【物件番号２】我孫子市水道局庁舎自動販売機設置場所貸付（通用口通路Ｂ） 

 

施設名称 我孫子市水道局庁舎（妻子原浄水場） 

所在地 我孫子市我孫子１６８４番地 

貸付箇所 

 

水道局庁舎１階 通用口通路内（屋内） 

（p.８ 案内図の「物件番号２：通用口通路Ｂ」参照） 

貸付面積 
１．５０㎡  

（幅１，５００㎜×奥行１，０００㎜、高さ２，３００㎜以内） 

設置台数 １台 

施設概要 

開庁時間：平日  午前８時３０分～午後５時 

     土曜日 午前８時３０分～正午（水道局２階お客様センター

のみ） 

休館日：土曜日午後、日曜日、祝祭日、 

年末年始（１２月２９日～１月３日） 

庁舎内職員数：約１２０人～１６０人（４階：教育委員会、２～３階：

水道局及び委託事業者含む） 

販売品目の条件 
缶、ペットボトル飲料（酒類（ノンアルコール飲料を含む）を除く清涼

飲料水） 

販売価格 希望小売価格以下 

売上実績 

約３，７７１本／年 

（令和６年１月～１２月の水道局庁舎内自動販売機２台分の販売実績

の平均値） 

施設の担当課 

〒２７０－１１６６ 我孫子市我孫子１６８４番地 

我孫子市水道局 経営課 経営係 

電 話 ０４-７１８４－０１１４（直通）  

ＦＡＸ ０４-７１８４－０１１８ 

 

 

 


